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戦争法も派遣法改悪もＮｏ！ 雇用を守れ！ 
不当解雇撤回と雇用の安定、平和を求めて原告団も奮闘  ９月の行動から  

国会前で、街頭で 派遣法改悪反対！ 戦争法は廃案！ 

12 万人が

参加した 8.30 

国会包囲総が

かり行動（写

真左上  国会

図書館前付

近）。そして、

9月 1 日には

高田馬場で、

JAL 原告団

の幟を掲げて、

戦争法の廃案

めざした宣伝

行動に参加し

ました（写真

左下）。高田

馬場駅では宣伝と合わせてシール投票。関心も高く多く

の方が立ち寄り、圧倒的多数の方が戦争法に「反対」に投

票してくれました。国会での情勢が緊迫する中、JAL原告

団も、総がかり行動実行委員会が呼びかけるほぼ連日の

行動に参加し、連帯して闘っている原告団の元気な姿を

示しました。 

雇用破壊は許せないと派遣法改悪案の成立阻止にむ

け、雇用共同アクションが主催する国会前の座り込み等の

行動にも参加しました（上の写真は9月3日の雇用共同ア

クション主催の国会前行動）。 

また、9 月 11 日には、「労働法改悪反対」「許すな戦争

法」に加え、ＪＡＬの不当解雇撤回を求め、地元大田の労

働組合や民主団体とともに、蒲田駅にて宣伝行動を実施

しました。 

 

９月２日 ＪＡＬプラザ前宣伝にＪＡＬマタハラ裁判と終日行動 

 

9月 2日は、8：00～東京争議団の裁判所前宣伝、10：

00～有楽町の JAL プラザ前での宣伝行動（写真上）、

12：00～新たに裁判＝JAL マタハラ裁判の裁判所前宣

伝と裁判の傍聴、そして報告集会と終日にわたって行動

を展開しました。写真右は入廷するマタハラ裁判の原告と

支援のみなさんです（写真：前列左端は、マタハラは許さ

ない！と、支援に駆けつけてくれた柴田真佐子婦団連会

長） 
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９月８、１０日 日航本社前で宣伝・要請行動、京セラ東京事業所にも 

9 月 8 日は大雨をついて東京地評主催の争議支援総

行動に参加。A～E の 5 コースに分かれての終日行動で

す。JAL 社前行動は、全コースが合流して、日航不当解

雇撤回と日東整争議の解決を求めての抗議・要請行動。

雨の中310人が参加。本社前の歩道と本社ビルの軒下に

結集する参加

者のシュプレ

ヒコールを背

に、要請団は

争議解決に向

けた労使交渉

にいまだ応じ

ていない日航

の不当な対応に抗議するとともに、早期解決の決断を求

めて要請を行いました。（上の写真の中央は日本航空に

要請を行う森田東京地評議長） 

 また翌々日の 10 日は、JAL 不当解雇撤回国民共闘の

JAL 本社前

宣伝・要請行

動が 80 名の

参加で行われ

ました。この本

社前宣伝行動

に 先 立 ち 、

JAL本社ビル横、運河を挟んで隣に位置するビルに入居

する京セラ東京事業所に要請行動を試みました。しかし、

ビルの受付にて面談の申入れをしましたが、京セラに入

館を拒否され、要請行動を実施するには至りませんでした

（後日要請書を稲盛京セラ名誉会長宅あてに郵送しまし

た）。 

 

成田・羽田の両空港でＪＡＬのお客様に支援を訴える宣伝行動 

 
JAL原告（争議）団、日整争議団と共催し、羽田・

成田両空港にて、日航を利用するお客様に対する定例

の宣伝行動を引き続き実施中です。9 月は羽田空港が

6、9、22日に計 3回、成田空港は 24日、合計で 4回

の宣伝行動を実施しました。写真左は 9 月 24 日の成

田空港、右は 9 月 22 日の羽田空港での宣伝行動のよ

うすです。 

 

共にたたかおうと、ＪＡＬ社員・航空で働く仲間に向けて宣伝 

自主交渉による争議の解決

に向けて、日航グループで働く

社員のみなさんや航空産業で

働く仲間への宣伝にも精力的

に取り組みました。 

春闘では最高裁の不当決定

を踏まえて｢解決済み｣と豪語し

た JAL。それが夏の闘いでは、

「争議が解決していない」「解決

に向けて話し合いをという労組

の主張は繰返し社長に伝える」という態度に変わりました。

ところがいまだに争議解決に向けた交渉には応じていま

せん。 

職場は今人員不足。退職者も後

を絶ちません。安全を守るためにも

人材の確保が必要であり、そのため

にも不当解雇の撤回や、再建の中

で大きく切り下げられた労働条件の

回復が必要です。 

職場の要求の実現と不当解雇撤

回は、どちらも再建「合理化」の後遺

症をなくし働き甲斐のある日航を実

現する闘いです。「ともに力を合わ

せ要求の実現を」とチラシで呼びかけています。 

9月は成田のオペレーションセンター、天空橋駅や新整

備場駅などで、計 8回の宣伝行動を実施しました。 


